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指定居宅サービスの人員・設備・運営に 

関する基準及び介護報酬について 
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      介護サービス情報の公表制度について 

介護サービス情報の公表制度とは、介護サービスの利用者やその家族等が適切にサー

ビスを選択できる機会を提供するために、介護サービス事業者から報告があった事業

所・施設の情報を、国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」

において公表する制度です。 

介護保険法第 115 条の 35 により、介護サービス事業者には報告の義務が課せられて

います。 

 

 

 

 

■ 介護サービス情報の公表対象事業者 

介護サービス情報の公表は、毎年度、大阪府が策定する計画に基づき実施されます。 

報告対象事業者は、自らの責任において適正な報告を行う必要があります。 

【報告対象事業者】 

① 計画に定める基準日前の 1 年間において、提供を行った介護サービスの対価として

支払いを受けた金額が 100万円を超える事業者 

② 新規に指定又は許可を受けて介護サービスの提供を開始する事業者 

 

■ 情報公表手数料 

１サービスにつき 2,000円の手数料が必要です。 

大阪市、堺市も同額です。（令和７年４月現在） 

 

■ 公表事務の流れ 

① 秋ごろ（９月から 10月）にかけて順次、大阪府指定情報公表センターから報告対象

事業者に、情報を入力するために必要なＩＤ・パスワードを記載した通知文書、手

数料の払込票等を送付します。 

② 報告対象事業者は、公表システムにログインし、情報を入力し、期限までに報告を

完了します。併せて、送付された払込票により、コンビニで手数料を納付します。 

③ 指定情報公表センターでの手数料の入金及び報告内容の確認が完了すると、公表シ

ステム上で報告内容が公表されます。 

※報告対象事業者には通知文書が送付されますので、届かなかった事業者は報告する必

要はありません。ただし、指定情報公表センターに自ら申請し、手数料を納付するこ

とにより、公表システム上で介護サービス情報を公表することができます。 

ここでは大阪府の取扱いを紹介しています。 

政令指定都市（大阪市、堺市）に所在する事業所、施設については、両市が情報

公表事務の権限を有していますので、取扱いが異なることがあります。 
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詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kohyo_top/index.html 

 

利用者及びその家族等 

介護サービス情報公表システム 

 
サービス事業所・施設情報の 
閲覧・比較、選択 

大阪府指定情報公表センター 
（民間事業者） 介護サービス事業者 

②情報の入力(報告) 

 

②情報公表手数料の納付 
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①ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの発行 

③情報の確認・ 
公表 

介護サービス情報の公表の流れ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kohyo_top/index.html


令和６年度より、経営情報の報告・公表のための

新たな２つの制度が始まります！

介護サービス事業者の経営情報の報告・公表

厚生労働省では、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情

報のデータベースを整備し、令和７（2025）年１月から運用を開始します。

介護サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告をお願いします。

１. 【新設】 介護サービス事業者の経営情報データベース

介護サービス情報公表制度は、利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者

に介護サービス情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、介護経営の健全性等の情報を提供するため、介護サービス事業者の

皆さまには、財務状況の分かる書類の報告をお願いします。

２. 【見直し】 介護サービス情報公表制度の見直し

介護サービス事業者の皆さまへ

報告手段主な報告事項

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

（経営情報DB） ※新システム

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与（※任意での報告事項）

など
報告期限

毎会計年度終了後、3か月以内

※初年度は、令和7年3月まで

報告手段新たな報告事項

介護サービス情報公表システム ※既存システム・財務状況の分かる書類

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ

フロー計算書など）

・職員の一人あたりの賃金

（※任意での報告事項）

報告期限

毎年度

（提出期限は都道府県ごとに異なります）

裏面もご確認ください



経営情報DB

制度に関するQ＆A

経営情報DB 情報公表制度

原則、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。

ただし、介護報酬が年間100万円以下の事業者や、災害等報告ができない正当な理由がある

場合は報告の対象外です。

※ 報告対象となるサービスについては、関係通知・ウェブページなどを参照ください。

報告対象となる事業者を教えてください

厚生労働省にて、ご報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、

結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。

会計基準上、作成が求められていない等の事情がある場合は、資産や負債、収支の内容が分かる

簡易な計算書類でも差し支えありません。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

経営情報データベース

https://www.mhlw.go.jp/stf/
tyousa-bunseki.html

介護サービス情報公表制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaig
o-kouhyou.html

Q１

経営情報DB 情報公表制度

報告の単位は事業所・施設ごとですか？法人ごとですか？

経営情報DB

経営情報の報告にあたって、どのような準備が必要となりますか？

報告した経営情報等はどのように活用されますか？

情報公表制度

財務状況が分かる書類は、財務三表でないといけませんか？

原則、事業所・施設単位でお願いします。

なお、事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位の報告

でも差し支えございません。

Q２

Q３

Q４

Q５

介護サービス事業者経営情報データベースシステムでの経営情報の報告には

「ＧビズＩDプライム」のアカウント取得が必要となります。

※ ＧビズIDの詳細については、以下のウェブページをご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_sendbypost.html



ケアプランのやりとりを、 
紙からデジタルへ。 

居宅介護
支援事業所

居宅サービス
事業所

介護をつなぐ。心をつなげる。

詳しいご説明を掲載したサイトをご用意。 
使用開始までの手順などを動画つきで解説しています。 

電話でのお問い合わせ 

年末年始（12月29日～1月3日）は、お休みさせていただきます。

受付時間 9：00～17：00（土日祝日は除く）

https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html 

検 索ケアプラン ヘルプデスク

2023.09

事前のご確認 

よくある質問 

公式サイト

OS：Windows10またはWindows11 ( 最新の Windows Update を適用していること)  
推奨モニター解像度：1366×768 ピクセル以上  

パソコン  

ブラウザ：Microsoft Edgeまたは Google Chrome  
PDFビューアー：Adobe Acrobat Reader 推奨  

ソフトウェア  

Q.  ライセンス料はいくらでしょうか？ 
A.  １事業所番号ごとに年間21,000円 (税込) で、１年ごとに更新申請いただく必要があります。

Q.  データ連携できる事業所を教えてください。
A.  福祉・保健・医療の総合情報サイト『WAM NET（ワムネット）』より検索することができます。
      https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top

Q.  ケアプランデータ連携システムを導入するにはどのような準備が必要ですか ?
A.  標準仕様に対応した介護ソフトの導入、クライアントソフトと電子証明書のインストール、
       システム利用申請が必要です。詳細は公式サポートサイト「ケアプランデータ連携システム
       導入フロー」をご参照ください。

公式キャラクター
「ケアプー」



利用開始までの流れ

利用申請前の確認 

電子証明書の有無・種類を確認 
必要に応じて発行申請し 
端末にインストールします 

KJ ではじまる14 桁の IDと 
有効なパスワードで 

システムの利用申請を行います 

ケアプランデータ連携システムを 
ご利用する端末にシステムを 

インストールします 

連携事業所の準備が完了後 
ケアプランデータの 
送受信を開始します 

データ連携する事業所と 
システム導入時期を 

確認します

居宅介護支援事業所と
居宅サービス事業所が

対象です

ご利用の介護ソフトが 
ケアプラン標準仕様に 

対応しているか確認します 

インターネット接続できる 
Windows10 以上の 
端末を準備します 

電子証明書の 
インストール 

ケアプランデータ 
連携システムの利用申請 

ケアプランデータ 
連携システムのインストール 

ケアプランデータ 
連携システムの利用開始 

「今の時代に、なくてはならないもの」だと思います。 
ケアマネジャーの仕事である「モニタリング」は
人が行わなければならないものですが、もう一方の
「給付管理」は効率化が可能な事務作業です。 
 「給付管理」の時間を短くして、「モニタリング」に
あてれば、ケアマネジメントが非常に豊かになって
いくと思います。 国際医療福祉大学大学院 

医療福祉経営専攻 
石山 麗子教授 

導入したきっかけは、スタッフの負担を減らし、
利用者さんとの時間を取ってほしかったためです。
システムの操作は、ドラッグ &ドロップと、ワン
クリックだけで利用できます。
 介護業界の時代が変わる瞬間で、間違いなく
大きな手段の一つだと思います。 

居宅介護支援事業所 
株式会社トライドマネジメント 

長谷川 徹代表 

推奨の言葉 

居宅介護
支援事業所

居宅サービス
事業所

ケアプランデータ連携システムとは 
居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、

オンラインで完結できる仕組みです。

3つのメリット 

記載ミスや書類不備が減り、手戻りが減少。 介護報酬請求
で使用されているセキュリティ方式を採用し、安全性は万全。
 導入から運用まで、安心のサポート体制を提供。 

やりとりにかかる業務時間を約1/3 に抑えられる研究結果が
あります。 費用については、ライセンス料21,000円の投資で
年間約 80 万円の削減が見込めます。 

ソ
フ
ト
利
用
費

通
信
費

人
件
費

ラ
イ
セ
ン
ス
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ソ
フ
ト
利
用
費

交
通
費

郵
送
費

通
信
費

印
刷
費

人
件
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約134,000円/月

約67,000円/月

計画書 (1表、2表 ) や提供票データ (6表、7表)といった
CSVファイルなどを、ドラッグ＆ドロップするだけで準備完了。
郵送やFAXなどの送付の手間から解放。

ここにファイルをドロップ

( 出典：令和 2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産性向上に向けた ICT の更なる活用に関する調査研究」) 

介護分野の生産性向上を図り、いきいきと働ける職場を実現するためには、
ICTを介護現場のインフラとして活用することが重要です。

厚生労働省では、事業所間でやりとりされる情報について、
データ連携の約束事を「ケアプラン標準仕様」として定めています。

その約束事に従って、異なる介護ソフト同士でも安心してつながれる基盤として、
国民健康保険中央会は「ケアプランデータ連携システム」を提供します。



ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
TEL 0120-584-708 受付時間 9:00～17:00（土日祝日除く）
サポートサイト内にて、メッセージフォームからも受け付けています。

ーーーーーーーーーーーーー フリーパスキャンペーンに係るご質問・お問合せ先 ーーーーーーーーーーーーー

詳しくは、サポートサイト内 特設ページよりご覧ください

※特設ページは、3月14日(金)より公開

https://www.careplan-renkei-support.jp ケアプラン ヘルプデスク 検 索

フリーパスキャンペーンとは、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を1年間無料
でご利用できる期間限定のキャンペーンです。「導入コストが気になる」「周りの事業所
を誘いたいけれど、きっかけがない」。そのようなお声にお応えし、業務改善の第一歩を、
負担ゼロで気軽に始められるキャンペーンとなっています。

2025年6月1日～2026年5月31日（予定）

無料でご利用いただける期間は、申請いただいた日から1年間です。

キャンペーン申請期間

0円/年

ライセンス料

21,000円/年
通常

対象となる事業所

すべての介護事業所が対象です
初めて利用する方◎ 現在利用中の方◎ 一度ご利用をやめた方◎

2025年6月1日 2026年5月31日

初めて利用する方

現在利用中の方

更新時
フリーパス適用

新規申込

キャンペーン期間
2027年5月31日

21,000円/年 21,000円/年0円/年

0円/年 21,000円/年

2025年4月～5月に“ケアプー”のお申し込みされた方・更新をされた方も、

2026年4月～5月の更新時にフリーパス適用可能です！

更新時

更新時

https://www.careplan-renkei-support.jp/contact/index.html


 

 

 

 

介護に直接携わるすべての職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎

研修を受講することが令和３年４月から義務付けられ、令和６年３月３１日をもって経過措置期間が終

了しました。介護サービス事業所は同年４月１日より、対象者の受講についてご対応をお願いします。 

 

また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係の資格を有さない者

に限る）に対する受講の義務付けについては、採用後１年間の猶予期間が設けられ、採用後１年を経過する

までに認知症介護基礎研修を受講させることとされています。 

 

◆認知症介護基礎研修とは 

・認知症の人への介護に求められる基本的な理解や対応方法を習得するための研修です。  

・大阪府では e ラーニングによる研修形式を導入しており、パソコンやスマートフォン等で２４時間 

いつでも受講可能です。 

 

◆対象者 

・府内に所在するすべての介護サービス事業所｛無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福

祉用具貸与、居宅介護支援を除く｝において、介護に直接携わる職員の方全員です。 

但し、以下の受講義務が免除となる方は受講対象外です。 

【受講義務が免除となる方】 

〇次のいずれかの資格を有している。  

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援

助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会

福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、

栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、福祉用具専門員、歯科衛生士 

 

〇次のいずれかの条件に該当する。  

・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症介護に係る研修を

修了した者 

・養成施設で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認

知症に係る科目を受講していることが確認できること。）  

・福祉系高校で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書が確認できること。） 

 

◆受講方法について 

申込方法や受講の流れなどについては、大阪府 HPをご覧いただき、指定研修法人の 

申し込み用 URLより直接お申込みください。 

              

◆問い合わせ先 

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ 

電話：０６－６９４４―７０９８ 

 

介護事業所長の皆様へ 

大阪府認知症介護基礎研修等のご案内 

 

Ⓒ2014 大阪府もずやん 

大阪府 HP認知症介護基礎研修について⇒ 
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大阪府では、介護職員等に対して、認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得するための研修を実

施しています。介護事業所職員の積極的な受講をご検討下さい。※認知症専門ケア加算の算定要件の 1 つ

でもある『認知症ケアに関する専門的研修等』に該当するものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認知症介護実践者研修（６日間の講義・演習＋４週間の現場実習） 

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了した者

あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者

であって、概ね２年程度の実務経験を有する者」です。 

 

◆認知症介護実践リーダー研修（７日間の講義・演習＋４週間の現場実習） 

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、介護保険施設・事業者等において

介護業務に概ね５年以上従事した経験を有する者であり、かつ、ケアチームのリーダーまたはリーダーに

なることが予定されるものであって、実践者研修（旧基礎課程を含む）を修了し１年以上経過している者」

です。 
 

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症実践研修（実践者研修・実践リーダ

ー研修）のページをご覧ください。 

 

 

◆認知症介護指導者養成研修 

大阪府が実施する認知症介護基礎研修及び認知症介護実践研修を企画・立案し、講義、演習、実習を担当

することができる能力を身につけるとともに、介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について

指導することができる方を養成することを目的とした研修です。 

 

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症介護指導者研修のページをご覧くだ

さい。 

 

 

認知症介護実践者研修等のご案内 

図引用：認知症介護研究・研修センター「認知症介護指導者養成研修」パンフレット 

大阪府 HP認知症実践研修（実践者研修・実践リーダー研修）について⇒ 

大阪府 HP認知症介護指導者研修について⇒ 
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⼤阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 ⼤阪市中央区⼤⼿前３丁⽬２-１２
TEL︓06-6944-9167 FAX︓06-6944-6681

⼤阪府ホームページ︓https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット︕

施設・事業所の
成⻑につながる︕

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。
▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な⽬標が設定できます。
▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成が促進されます。

利⽤者等に
アピールできる︕

▸評価結果を公表することにより、より多くの⽅々に事業所をＰＲできます。
▸サービスの質の向上に向けて、職員が⼀丸となって取り組んでいる姿勢をアピールできま
す。
▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の⾼さと、施設・事業所及び職員の成⻑を
知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる︕

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・基本⽅針」や
「利⽤者に対する考え⽅」「福祉⼈材の確保・育成計画」「⼈事管理の体制整備」等を周
知・PRすることができます。
▸施設・事業所の⾒える化につながり、安定的な⼈材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法⼈が経営する社会福祉施設の措置費の弾⼒運⽤が可能
になる場合があります。ご不明な点については、法⼈所轄庁（⼤阪府、政令指定市及び中核市の法⼈所管課）にお問合せ
ください。
＊第三者評価の受審の際に、児童福祉分野では、次のサービス種別で補助⾦などの⾦銭的補助を受けることができます。
ご不明な点等については、各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。
・保育所（公定価格の加算として受審料の２分の1程度補助（上限15万円・5年に１回））
・放課後児童健全育成事業（⼦ども・⼦育て⽀援交付⾦による受審料の満額補助（上限30万円・３年に1回））
＊また、障がい福祉分野においては、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定において、就労継続⽀援A型の基本報酬
算定⽅法にスコア⽅式が導⼊され、そのスコア評価の⼀つとして「前年度末⽇から過去3年以内の第三者評価の受審状
況」が盛り込まれています。ご不明な点等については、各指定・指導権者にお問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
■福祉サービス第三者評価って何︖
☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中⽴な第三者評価機関（⼤阪府認証）が専⾨的・客観的な
⽴場から評価を⾏う取組みです。

☞評価結果は、⼤阪府ホームページ等で公表され、利⽤者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

■はじめて、第三者評価を受審させて頂きました。3か⽉間の準備期間のなか、⼀番苦労した
のが⾃⼰評価表の作成でした。⾃⼰判断での⾃⼰評価するのは⼤変難しいことでしたが、振り
返りという点では何が⾜りなくて、何が必要であるかを再認識することが出来ました。
評価委員の⽅からも適切なアドバイスも受けることが出来、今後の法⼈・園そして職員の課題
が明確になり次回の受審までに研鑽し、また⼀つ法⼈全体として成⻑できる場であると考えて
います。 【保育所】
■新設ということもあり、何もわからない状態でしたが、調査員の⽅が優しく教えて下さり、
他施設のお話も聞け⾮常に勉強になりました。
ご指摘頂いた事も踏まえ、これからもサービス向上に努めて参ります【特別養護⽼⼈ホーム】
■普段職員で考えあいながら作ってきている保育ですが、客観的に専⾨的な視点で保育、運営
を⾒て、意⾒をもらえることがとても学びになりました。 【保育所】

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html


認証
番号 評価機関名 所在地 連絡先

評価実施分野

⾼齢 障がい ◎児童
270003
※

特定⾮営利活動法⼈
ふくてっく ⼤阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定⾮営利活動法⼈
カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定⾮営利活動法⼈
ニッポン・アクティブライフ・クラブ ⼤阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025 株式会社
第三者評価 ⼤阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033
※

株式会社
H.R.コーポレーション 兵庫県⻄宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定⾮営利活動法⼈
NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

⼀般財団法人
⼤阪保育運動センター ⼤阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定⾮営利活動法⼈
エイジコンサーン・ジャパン ⼤阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定⾮営利活動法⼈
評価機関あんしん 岸和⽥市 072-444-8080 ● ● ●

270050 ⼀般社団法⼈
障がい・介護福祉事業⽀援協会 ⼤阪狭⼭市 072-220-4620 ● ●

270051 特定⾮営利活動法⼈
ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

⼀般社団法⼈
ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054 株式会社
ジャパン・マーケティング・エージェンシー ⼤阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270056 ⼀般社団法⼈
関⻄福祉サポート社中 ⼤阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社
ＥＭアップ 兵庫県⻄宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社
評価基準研究所 東京都千代⽥区 03-3251-4150 ● ● ●

270059 株式会社
JAC機構 堺市⻄区 072-249-7882 ●

270060 保育アセスメント
株式会社 ⼤阪市住之江区 070-1212-5311 ●

270061 株式会社
プレパレーション 東京都渋⾕区 03-6427-7451 ●

270062 福祉評価機関NCA
株式会社 ⼤阪市住吉区 080-3822-9160 ●

270063 株式会社
イムア ⼤阪市北区 06-4300-5907 ●

270064 ⼀般社団法⼈
第三者評価機構 ⼤阪市阿倍野区 06-7777-2739 ●

270065 ⼀般社団法⼈
NECQA ⼤阪市淀川区 080-4378-4505 ●

◆⼤阪府の認証評価機関⼀覧◆
（令和７年１⽉23⽇現在23機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童⼼理治療施設、児童⾃⽴⽀援施設、
⺟⼦⽣活⽀援施設、ファミリーホーム及び⾃⽴援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (２３機関中7機関)

担当︓⼤阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html
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